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－２０１７年度秋季展示室だより－ 
 

 平成２９年１０月３日発行(通巻第４０号) 

当館では「霞ヶ浦に育まれた人々のくらし」を総合テーマに、春(４～６月)・夏(７～９月)・秋(10～12 月)・冬(１～３月)
と季節ごとに展示替えを行っております。本誌「霞（かすみ）」は、折々の資料の見どころを紹介するものです。展覧会や講
座のお知らせ、市史編さん事業や博物館内で活動をしている研究会・同好会などの情報もお伝えします。 

土浦市立博物館 
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古写真「豊島百貨店」 

 

 

 

博物館からのお知らせ 

 ★★館長講座（茂木雅博館長）★★ テーマ：「東アジアからみた常陸の壁画墓」 

10 月 15 日（日）・11月 12日（日）・12 月 17 日（日） 

時間：午後２時～（1時間 30 分程度）会場：博物館視聴覚ホール 

※11月 12日（日）は史跡めぐりです（詳細はお問い合わせください）。  

★★開館 30 周年記念特別展「花火と土浦Ⅰ―競技大会のあゆみ」★★ 

９月 23 日（土）～11 月 13 日（月） 

〇展示解説会「資料が語る土浦の花火」 10月７日（土）・８日（日）、11 月３日（金）・13 日（月） 

午後２時、３時 （各回 30 分程度） 

○映像上映会「土浦の花火」 10 月７日（土）８日（日） 

上映開始時間：午前 10時、11時、午後１時、２時、３時 （各回 30分） 

定員：各回 70名（先着順） 

〇「お茶を一服いかがですか―花火に寄せた茶会」11 月３日（金）午後０時 30 分～３時 

定員：100名（先着順） 茶券：200円（９月 23 日（土）から博物館受付で販売します。）   

★★特別公開「土屋家の刀剣―国宝・重要文化財の公開―」★★ 

９月 27 日（水）～10 月 22 日（日）   国宝・重要文化財の土屋家刀剣を公開します。             

★無料開館★ 11月３日（金）文化の日・11月 13日（月）県民の日 

★今年度の秋季展示は 10月３日（火）～12月 27日（水）です。 

 

 

               

大正 13（1924）年の豊島百貨店です。「ヤマ正
しょう

」印
じるし

が染め抜かれた暖
の

簾
れん

がかかる正面には、品定めをして

いる様子の和服姿の女性が見られます。大正６年に豊島庄十郎によって土浦繭
けん

糸
し

市
し

場
じょう

が開かれ、繭
まゆ

の取引

期間以外は、百貨店として営業していました。この画像は５頁で紹介した映像の一部にあたります。 

【情報ライブラリー検索キーワード「生産」「百貨店」】 

【情報ライブラリー検索キーワード「」】                                                                                               

※お知らせ欄の行事・日程は、一部変更となる場合があります。 

博物館マスコット 

亀城かめくん 
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下記の資料もあわせてご覧ください。（いずれも中世コーナーに展示） 

●灯明土器（当館所蔵） 

●鉄鉢形土器（当館所蔵） 

 

 

 

 

 

 
  

現在でも土浦市内の各所で仏像などを安置した仏堂を見かけることがあります。それらは地域の人々が中心

となって管理されることが多く、縁
えん

日
にち

には人々が参拝する姿を見ることがあります。 

 市内の遺跡の調査では、古代の仏堂跡がいくつか確認されています。ここで述べる仏堂跡は、仏教にかかわ

りを持つ建物の痕
こん

跡
せき

を指します。市内北部の根
ね

鹿
じか

北
きた

遺跡（今泉）や東部の田
た

村
むら

・沖
おき

宿
じゅく

遺跡群（おおつ野）で

確認された仏堂跡は、今から千年以上も前の平安時代における地域の人々と仏教の関連を読み解くための糸口

を提供してくれます。特に根鹿北遺跡の木
もく

造
ぞう

堂
どう

塔
とう

のミニチュアである焼き物の瓦塔・瓦
が

堂
どう

（写真左）が、仏堂

跡とともに出土した事例はとても貴重なものといえます。 

根鹿北遺跡で見つかった仏堂跡は、方向を同じくする複数の建物跡で構成され、台地の突端にあります。同

じ時期の集落跡は見つかっていません。中心となる建物跡は一辺７ｍ四方の正方形をなし（写真右）、地面に

柱を建てた掘
ほっ

立
たて

柱
ばしら

建
たて

物
もの

と呼ばれる建物様式です。地面を掘り込んだ 12 ヶ所の柱
ちゅう

穴
けつ

に丸太材を埋め込み、そ

の上部に四
し

角
かく

錐
すい

の方
ほう

形
ぎょう

造
づく

りの草
くさ

葺
ぶ

き、または板
いた

葺
ぶ

きなどの屋根を被
かぶ

せた構造の建物であったと考えられます。

また、壁は切
きり

藁
わら

を混ぜた土
つち

壁
かべ

造りで、この堂内に瓦塔や瓦堂が並んで安置されていたと考えられます。 

仏堂内での瓦塔・瓦堂を安置して行われた儀
ぎ

礼
れい

については、周辺から多く出土している灯
とう

明
みょう

土
ど

器
き

がその様

子を暗示してくれます。また、「佛」と墨書された鉄
てっ

鉢
ぱつ

形
がた

土
ど

器
き

も出土しており、瓦塔・瓦堂に込められた仏の

存在に対して供
そな

え物を盛る器であったと考えられます。 

根鹿北遺跡の仏堂は平安時代の９世紀中頃に建立され、その後、時を経ずして火災で燃えてしまい、再建さ

れることはありませんでした。このような仏堂は現代のように地域の人々が共有して信仰する場という要素は

希薄で、一定の財力を蓄えることが出来る階層の人々によって建立されたものと考えられます。当時、瓦塔・

瓦堂を安置した仏堂を建てることは、中央からの新しい文
ぶん

物
ぶつ

を保持した証
あかし

であり、これを所有することに重

要な意味があったのかも知れません。                            （関口満） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      復元された瓦塔・瓦堂          瓦塔・瓦堂を安置した仏堂跡

２０１７年度 秋季の展示資料解説① 古代 

   

 

 

10／14（土）11時・14時 

からこのページで紹介し

た資料の展示解説会を開

催いたします。 

瓦
が

塔
とう

をまつる 

 ―古代の人々と仏堂― 
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10／28（土）11 時・14 時

からこのページで紹介し

た資料の展示解説会を開

催いたします。 

下記の資料もあわせてご覧ください。（いずれも古代コーナーに展示） 

●入ノ上遺跡出土 墨書土器「青毛」（当館所蔵） 

●入ノ上遺跡出土 白磁・青磁（当館所蔵） 

 

 

 

 

 

 
 

 

土浦市の東部、霞ヶ浦をのぞむ台地上には多くの遺跡があり、奈良時代の終わり頃から平安時代にかけて

人々が多く生活するようになったことが発掘調査からわかっています。その中心的存在ともいうべき田
た

村
むら

・沖
おき

宿
じゅく

遺跡群（おおつ野）からは、集落のなかの仏堂の跡や、多彩な墨
ぼく

書
しょ

土
ど

器
き

などが見つかり、８世紀末から 10

世紀の土浦地域の古代史像を塗り替えました。また、この遺跡群の南東には入
いり

ノ
の

上
うえ

遺跡（沖宿町）があります。

ここでは、９世紀から 13 世紀前半、平安時代から鎌倉時代初期頃までの遺構や遺物が見つかっています。特

に平安時代末頃の出土遺物が多く、同じ台地上に展開した田村・沖宿遺跡群との比較から時代の変化を追うこ

とができます。今回は、この二つの遺跡で見つかったお墓を紹介します。 

田村・沖宿遺跡群の墓の特徴は、なんといっても火葬墓が多いことです。仏教信仰の広がりを背景に、新し

い中央の文化として火葬が受容されたと考えられます。八
はち

幡
まん

脇
わき

遺
い

跡
せき

では、当時の最高級陶器の一つである灰
かい

釉
ゆう

陶
とう

器
き

を骨
こつ

蔵
ぞう

器
き

に用いた火葬墓が見つかっています。中には成人女性の骨が納められていました。 

現代は火葬が一般的なため、土葬から火葬に変化していったとイメージしがちですが、入ノ上遺跡では火葬

墓は見つかっていません。この地域では一旦途絶えたようです。それに代わり入ノ上遺跡では、穴を掘って遺

体を埋
まい

納
のう

した土葬の墓が見つかっています。西側の隅に歯の一部が残っていたことから、頭は西を向いていた

と見られます。歯のそばには吞
のみ

口
くち

式
しき

腰
こし

刀
がたな

という短い刀があり、足元には土器でできた皿も置かれていました。

また、別のお墓では火を受けて形が変わってしまった八
はち

稜
りょう

鏡
きょう

が副葬されていました。 

10 世紀には奈良時代以来の古代集落が終
しゅう

焉
えん

を迎え、11～12世紀にかけて新たに土地の開発などと絡んで実

質的な支配を及ぼす領主層が現れます。一口に平安時代といってもそこに大きな社会構造の変化があり、同じ

台地上に展開した二つの遺跡の墓制の違いもそれを反映していると考えられます。        （堀部猛）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡脇遺跡火葬墓検出状況            入ノ上遺跡土坑墓検出状況 

                        （※矢印の部分は副葬品） 

２０１７年度 秋季の展示資料解説② 古代・中世 

   

 

 

お墓もいろいろ 
 

―平安時代の火
か

葬
そう

と土
ど

葬
そう

―  
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天保 14（1843）年閏
うるう

９月 25 日、夜半に発生した火災は水戸街道に面した中城町（土浦市中央一丁目）の

両側を焼き、甚大な被害をもたらしました。田
た

宿
じゅく

町の薬種商、色
いろ

川
かわ

徳右衛門
と く え も ん

（号美
み

年
とし

）は「夜明方火事終る、

裏表三百軒ほど（夜明けごろ火事は収まった。表
おもて

店
だな

・裏
うら

店
だな

あわせて 300軒が被災した）」と日記「家
か

事
じ

記
き

」に

書いています。この時商用で江戸にいた美年は、土浦からの知らせで兄三
さぶ

郎
ろ

兵
べ

衛
え

（号三
み

中
なか

）が川口町（土浦市

中央一丁目）で営む醤
しょう

油
ゆ

蔵
ぐら

の手前で火が止まったことを知りましたが、「此
この

頃
ごろ

ニ無
な

き大火也
なり

（まれに見る大火

災だ）」と書くほど規模の大きな火災でした。 

発生は夜八
や

つ（午前２時ごろ）だったといいますから、多くの人が寝静まった深夜の火災です。鎮火したの

は 26日の明
あけ

六
む

つ（午前６時ごろ）で、中城町の大半を焼失する大火災となりました。 

人々の恐れるものを「地震・雷・火事・おやじ」といい、火事場では火
ひ

消
け

し同士のけんかが絶えなかったこ

とから「火事とけんかは江戸の華」といいます。人々は火事という災害を身近なものと考えていました。木造

家屋が密集する都市では頻繁に火事が発生し、城下町土浦でも元和５（1619）年から元治元（1864）年までに

大きな火事は 29回発生し、日常の火の管理が厳しく義務づけられ、火消しの体制も整えられました（『土浦市

史』658ページ）。当時の消火は建物を破壊して燃え広がらないようにするのが基本でした。 

江戸にいた美年のもとに火災の情報がもたらされたのは 27 日でした。土浦で病に臥
ふ

す母を案じた美年は大

急ぎで用事を済ませ、29日に江戸を発って 30日に土浦に戻りました。30日の日記には「母病気、存
ぞん

外
がい

ニ宜
よろ

敷
しき

よしニて安
あん

堵
ど

ス（母の病気は思ったより良くて安心した）」と書いています。 

中城町では復興が急がれました。色川家の親戚菅
すが

谷
や

庄
しょう

三
ざぶ

郎
ろう

家では、蔵は無事であったものの居宅が焼失し

ました。親戚や知人から火事見
み

舞
ま

いとして弁当や酒などが届きました（写真）。回
かい

漕
そう

業
ぎょう

を営み、土浦藩の米を

江戸に運ぶ御
ご

用
よう

商人であった庄三郎家には、土浦藩が管理する「御
お

林
はやし

」から松材 30本が下
か

賜
し

されました。 

家屋の再建には建材や職人が不可欠です。美年は、土浦藩がいち早く対処し、物価や手間賃の高騰を抑え、

他
た

所
しょ

から大勢の職人が入りこむので風俗が悪化しないよう触
ふ

れを出したと書き留めています。 （木塚久仁子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     右の表紙       出火見舞受納帳（「弁当」の文字がみえる。 当館所蔵） 

２０１７年度 秋季の展示資料解説③ 近世 

 

 

下記の資料もあわせてご覧ください。（いずれも近世コーナーに展示） 

●家事記 十九（茨城県指定文化財 当館所蔵） 

●類焼につき建材を下されるにつき一札（当館所蔵） 

 

 

11／18（土）11 時・14 時

からこのページで紹介し

た資料の展示解説会を開

催いたします。 

城下町の大火災 

―火事と復興― 
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11／25（土）11時・14時 

からこのページで紹介した

資料の展示解説会を開催い

たします。 

下記の資料もあわせてご覧ください。（いずれも近代コーナーに展示） 

●大日本仏教護国団入団申込書（当館所蔵） 

●神龍寺絵はがき（当館所蔵） 

 

 

 

 

 

 

 
 

近代に初めて登場するものの一つに映像があります。今回は展示室で公開している映像「マチのにぎわい」

のなかに登場する記録映像を紹介します。 

 記録映像「大正 13年の土浦」は神
じん

龍
りゅう

寺
じ

（土浦市文京町）に残されており、現時点で土浦の様子を確認でき

る動画として、最古のものです。記録映像は「大正十三年十一月二十八日 皇太子殿下行
ぎょう

啓
けい

ノ光栄ヲ得タル 

霞ヶ浦海軍航空隊卒業式及各種飛行作業台
たい

覧
らん

ノ実況」「大日本仏教護国団 社会部謹写」のタイトルに始まり

ます。霞ヶ浦海軍航空隊は、大正 11（1922）年に阿見村（稲敷郡阿見町）に開設されました。記録映像には、

飛行場で練習中の飛行機（写真①）や搭乗員の姿などがあります。水陸両用機が湖の水面に並ぶなど、水上飛

行場の様子が映る場面もあります。 

 記録映像の終盤では場面がガラリと変わり、土浦町の通りが映ります。桜橋から望む中城通りには、歳末大

売り出しの装飾がされ（写真②）、自動車や自転車、人力車に大
だい

八
はち

車
ぐるま

が往来しています。行き交う人のなかに

は航空隊の制服姿もみられます。川口川沿いにあった警察署・豊島百貨店・土浦繭
けん

糸
し

市
し

場
じょう

の入口付近も次々

に映ります。土浦税務署前でにこやかにタバコをくゆらす男性達や食堂の出前をする子どもなど、短いながら

も人々の息づかいが伝わるような場面もみられます。 

この映像を撮影した「大日本仏教護国団」は、神龍寺の住職秋
あき

元
もと

梅
ばい

峯
ほう

（1882～1934）が明治 40（1907）年

に創立（始めは土浦仏教護国団）した団体です。団則で「本団ハ仏教主義ニ基
もとづ

キ精神ノ向上ニ努メ四
し

恩
おん

報
ほう

答
とう

シ

自
じ

他
た

兼
けん

済
さい

ヲ企図ス」と定め、様々な社会事業を行いました。その事業の一つに「映画及芸術宣伝隊ヲ巡回セシ

メ御
ご

聖
せい

勅
ちょく

ノ謹
きん

解
かい

及人倫道徳の宣伝普及ヲ期ス」とあり、活動の一環として撮影を行なっていたことがうかが

えます。 

もう一つ活動で特筆されるのは、毎年秋に開催されている「土浦全国花火競技大会」の起源となった花火大

会を大正 14 年に開催したことです。霞ヶ浦海軍航空隊殉
じゅん

職
しょく

者
しゃ

の慰霊や、不況にあえぐ土浦の町の商業振興

などが開催の趣旨として掲げられました。映像は花火大会が始まった当時の土浦の様子を知る手がかりにもな

ります。                                        （野田礼子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真①                     写真② 

    記録映像「大正 13年の土浦」（神龍寺所蔵）より 

２０１７年度 秋季の展示資料解説④ 近代 

 

   

   

 

大正 13 年の土浦 
―大日本仏教護国団の記録映像― 
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市史編さんだより 

 
安政の大地震―土浦町と下

しも

坂
さか

田
た

村の記録からー 
 

江戸時代の日記には、貴重な記録が多く残されていますが、今回は安政２（1855）年の大地震に関するも

のをご紹介します。土浦町の薬
やく

種
しゅ

店
てん

の主人色
いろ

川
かわ

徳右衛門
と く え も ん

（美
み

年
とし

）が記録した『家
か

事
じ

志
し

第六巻』（平成 26年刊）

や、「大地震見聞録」（色川德治家文書 75当館蔵）には当時の土浦町の被害状況が克明に記されています。 

10 月２日 夜４ツ半（午後 11時）大地震、夜明け頃まで地震 11度、少しも安き意なし。 

３日 夕方まで地震５度、女子供は裏庭に屏風で囲い、ふすま障子を屋根にして外へ着衣のまま寝せ

た。地震昼夜合わせて８度。 

４日 この夜は戸を空けたまま屋内で寝る。地震夜に入って明け方までに３,４度。 

５日 この夜明け方まで地震４,５度。 

６日 昼地震２度。夜に入り明け方まで４度。 

７日 隣の隠
いん

居
きょ

が来たので酒を出しもてなす。毎日の地震、庭に小屋懸けをして家の者を寝せる。 

 以上は『家事志』の地震に関する記事の要約ですが、残念なことに『家事志』はこれ以後安政４年閏５月

朔
つい

日
たち

まで、約 20ヶ月間記録が欠けていて、その後の様子は不明です。しかし紙数 20枚ほどの「大地震見聞

録」には土浦町や江戸府内の被害の状況、江戸のお救い小屋、幕府が行った 11月２日の 10寺院合同の大法

要などの記録が残されていて、どれも大惨事を窺わせるものです。『家事志』の記述と重なりますが、冒頭

の部分を拾ってみます。  

 10月２日 夜 11時頃大地震揺れ出す。店
みせ

の者は半ば就寝、自分は本を読みながらうとうとしていた。 

地震だと叫んで庭の真ん中へ駈けだした処へ、娘と店の者が家から出て来た。地震はますま 

す激しくなり、大浪に漂うように家屋が揺れ、物音が天地に響いて、恐ろしいといったらな 

い。（中略）互いに知り合いを見舞ったりするので、夜中なのに往来は火事場のようだ。（中 

略）地震の途中から南の空が赤く、明け方までそのままだった。江戸の火事だろうと人々は 

言った。（中略）地震の後市中の人は空き地に小屋懸けして夜は小児と女達を寝かせた。毎日 

昼も夜も地震があってちょっとの間も安心して暮らせない。（後略） 

これらの記録を目にしていた私は最近下坂田（旧新治村）の塙家の「日記付留帳」を読んで、少し意外な

感じを持ちました。同じ安政の大地震を日記の中から拾ってみましょう。 

10 月２日 （前略）夜４ツ時分大地震が揺れ、度々揺れ、所々大くずれ、大層困った。 

10 月 ３日 朝８時頃地震また揺れる。夕方文庫様の所へ行き、酒をご馳走になり、午前２時頃帰る。 

４日 朝成
じょう

就
じゅ

寺
じ

様へ行き、地震で仏像が倒れたので立て直した。成就寺様は神
かん

郡
ごおり

へ行き留守だった。 

５日 （前略）稲揚げ 御林杭木伐に（御役人）鈴木様御出になる。私は林へ罷り出たが、昼前で

御帰りになった。昼過ぎより私は稲掛けをした。夜 12時地震。 

10 月 ６日 （前略）夜地震２度揺れる。良福院様から酒をご馳走になった。 

10 月 ７日 雲 天気 寒シ 徳蔵は畑をうなった。揚げ稲を掛けた。夜７時頃地震が揺れた。中地震。 

（８日９日は地震の記録なし。両日とも酒を呑んでいる。） 

以上は下坂田での地震の記録ですが、地震の次の日から酒を御馳走になりに行ったり、山役人は杭木の伐

採に来たり、筆者も普通に農事にいそしんでいます。地震の後始末としては、倒れた仏像を元通りに直した

ぐらいしか記録されていません。筑波山麓の地盤の固い土地である下坂田と、砂州の上に発展した土浦の町

とでは、これほど生活への影響に違いがあったというのは、ごく普通に記録された個人の記録だからこそ、

感慨深いものでした。 

 ６年前の東日本大震災の時も土浦旧町内と旧新治地区とでは、被害に大きな差があったことも思い合わ

せ、自分の暮らす土地の特性をよく理解しておかなければ、と思ったことです。 

（市史編さん係非常勤職員 村松常子） 
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博物館の役割（３）～展示公開～ 

博物館の収蔵資料は、展示公開されて初めて意味があるという考え方もありますが、そうとも言い切れませ

ん。また、将来的にも活用される見込みのない資料を、手狭な地域博物館で保存する必要はないとする意見も

耳にすることがありますが、調査研究の進展とそれによる新たな歴史的価値の発見などの可能性を無視した曲

論と言えるでしょう。このように、展示公開は収蔵資料の必要条件とは言えないのですが、博物館にとっては

必要条件であり、重要な役割のひとつであることは言うまでもありません。 

「霞」33～36 号で紹介した「博物館と展示」の項目では、当館の展示公開を、常設展、特別展・企画展、

展示改装（総合展示）、地域博物館の展示活動の四つの項目に分けて説明しました。当館は開館 20年目の平成

19（2007）年に、常設展示室を全面的に改装し、展示内容、施設ともにリニューアルしました。展示改装の第

一のねらいは、開館後に蓄積された収集資料と調査研究の成果を公開活用することにありました。   

また、常設展示、特別展示と呼び分けてきた既成の枠にとらわれない、新しいかたちの展示に再生すること

を考えました。常設展示という呼称から受ける半ば固定化されたイメージを払拭すべく、資料保存に端を発し

た「更新される展示」という考え方を提唱し、常設展示にかえて総合展示という名称を採用しました。総合展

示は、３ヶ月毎に年４回の展示替えを行う季節展示で、資料保存を最優先した展示活動であり、個々の展示コ

ーナーがその時々の調査研究の進展を反映したミニ企画展にもなり得る、地域博物館における理想的な展示公

開を目指したものです。 

特別展・企画展は、ひとつのテーマを掲げ数年かけて調査・研究が継続され、その成果がまとめられ、展示

となって公開されるものです。これも、調査途中における成果の一部をミニ企画展として公開したり、同じ調

査成果をもとにしながら、切り口や論点を変えて二度、三度の特別展が開催されたりもします。 

展示は、収蔵されている博物館資料を単に公開するだけでは、資料の活用ではなく資料の消耗に過ぎません。

これからも博物館は、収蔵資料の保存に十分に配慮し、調査・研究の成果を効果的かつ有意義に活用できるよ

うに、展示公開の理念と実践を模索していく必要があります。                （塩谷修） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   複製（土浦御祭礼之図）の展示公開           調査途中に開催するミニ展示 

  ※展示による実物資料の劣化を避けるため       ※戦争の記憶を聞き取り調査した成果 

 

 

地域と博物館 
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情報ライブラリー更新状況 

【2017・10・３現在の登録数】 

古写真    587点（＋５） 

絵葉書   499点（＋５） 

※（ ）内は 2017 年７月１日時点との比較です。

展示ホールの情報ライブラリーコーナーでは

画像資料・歴史情報を順次追加・更新しており

ます。１ページでご紹介した古写真・絵葉書も

ご覧いただけます。 

短信 
Kasumi-tansin 

霞（かすみ）       2017 年度 

秋季展示室だより（通巻第 40 号） 

編 集 ・ 発 行  土 浦 市 立 博 物 館  

茨 城 県 土 浦 市 中 央 １ － 1 5 － 1 8 

T E L  0 2 9 － 8 2 4 － 2 9 2 8 

F A X  0 2 9 － 8 2 4 － 9 4 2 3 

http://www.city.tsuchiura.lg.

jp/section.php？code=43  
１～５ページのタイトルバック（背景）は、

博物館２階庭園展示です。 

 

2017年度秋季展示は、2017年 10月３日（火）～12月 27日（水）となります。「霞」2017年度冬季展示室だ
より（通巻第 41号）は 2018年１月５日（金）発行予定です。次回のご来館もお待ちしております。  

  

  

 

コラム（40） 第２回「戦争体験のお話をきく会」を開催して 

今年８月 10 日、「戦争体験のお話をきく会」を２階展示ホールで開

催しました。これは平成 27年度にスタートした聞き取り調査協力者の

生
なま

の声を、市民の皆さんに届けようと昨年初めて企画したものです。 

 今回は、円城寺良
よし

一
いち

さん（戦地における体験・戦後の抑
よく

留
りゅう

体験）と

染谷愛子さん（学童疎開を受け入れた旅館「土浦館」）に語っていただ

くことができました。お二人は、市民のＹ氏が既に何度か話をうかが

い、まとめたものを博物館に届けていただいたご縁で、調査に協力し

てくださった方々です。 

親子連れや実際に学童疎開された方も聴講され、盛会でしたが、反

省点もあります。「昨年はもう少し覚えていたが…」と円城寺さん。「も

う少し子どもさんにも聞いてもらえたら」と染谷さん。来年度は聞き

取り調査の成果を報告書にまとめる予定ですが、それらも含め、こう

した企画を息の長いものとしていくために、よりよい形を模索する必

要があります。                   （野田礼子） 

「霞短信」コーナーでは、博物館活動に関わる方々の声やサー

クル活動記録などをお伝えしております。 

今号は、菊凛太郎さん（2017 年３月末まで当館の学芸係非常勤

職員）に寄稿していただきました。 

※展示室だより「霞」は、当館ホームページからもご覧になれます。（カラー） 

家族で営む民俗資料館 

私は、今年の４月から鹿児島県の最南端に位置する与
よ

論
ろん

島
じま

の「与論民俗村」という民俗資料館に勤務して

います。この施設は約 50年前、高度経済成長の影響で島内に様々なものが入って来たことで、それまで使

用されていた民具が消え去るかもしれないと危惧した私の祖母が不要になった民具を集め、それを昔の住ま

いである茅葺きの家屋に展示したのが始まりです。以降、父が祖母の後を継ぎ、来館者自らが体験を通して

与論の文化に触れてほしいということで、草木染めや芭
ば

蕉
しょう

布
ふ

織りなどの体験教室を設け、施設を発展させ

てきました。平成 26（2014）年には、これまでに収集した数多くの民具が町の指定文化財に指定されました。 

ただ、「与論民俗村」は公立の博物館や資料館とは異なり、自営業として民俗資料館を営んでおり、観光

業を主軸として経営しているため、民具や家屋といった施設の管理に十分に手が行き届いていないのが現状

です。こうした資料の保管や管理の面においては、今後町と協力しながら改善していければと考えています。 

一方で、民具の製作や修理の方法、茅の葺き方といった技術の伝承に関しては、家族経営であるゆえ、容

易に学ぶことができます。自らが来館者に与論島の民具や家屋を紹介する身として、知識だけではなく、実

際に「作る、使う、修復する」といった技能をできる限り習得していければと思います。 

資料館を家族で営んでいくことに関して、利点も欠点も多くありますが、重要なのは魅力ある観光施設、

かつ学術性の保たれた文化施設であるということです。来館者が少なければ経営していけないですし、だか

らといって資料の展示や管理を怠ると民俗資料館としての価値が低下します。今後は、こうした２つの要素

のバランスを意識した施設づくりに励み、与論の歴史や文化を学ぶことができ、またより多くの観光客が足

を運びたくなるような民俗資料館をつくりあげていきたいと思います。 （与論民俗村学芸員 菊 凛太郎） 

 

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php

